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(57)【要約】
【課題】限られた範囲の電源エネルギを効率よく利用し
て、希薄燃焼において安定した点火を実現できるプラズ
マ式点火装置を提供することを目的とする。
【解決手段】内燃機関４０に装着される点火プラグ１０
と、電源２１と、電源２１の電圧を昇圧する昇圧回路と
して、点火コイル２３と、電子制御装置２５により開閉
制御され点火コイル２３の駆動を制御する点火コイル駆
動回路２４と、多段エネルギ投入手段３００として、電
源３１により充電される少なくとも２以上のエネルギ蓄
積手段としてコンデンサ３３０、３３１と、遅延手段と
してチョークコイル３４１とを具備し、第１のプラズマ
発生用コンデンサ３３０からの放電に遅れて、他のプラ
ズマ発生用コンデンサ３３１からの放電を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関に装着され、中心電極と接地電極との間に放電空間を設けた点火プラグと、該
点火プラグに点火エネルギを供給する電源とを具備し、
　上記電源から上記点火プラグへ短期間に高エネルギを供給して、上記放電空間内の気体
を高温高圧のプラズマ状態にすることにより上記内燃機関の点火を行うプラズマ式点火装
置において、
　上記電源回路より複数段に分けてエネルギを投入する多段エネルギ投入手段を具備する
ことを特徴とするプラズマ式点火装置。
【請求項２】
　上記点火プラグは、長軸状に形成した上記中心電極と、該中心電極の外周を覆いつつ、
該中心電極の下端から略筒状に伸ばした絶縁体と、該絶縁体の外周を覆いつつ上記絶縁体
の下端で該絶縁体の内周壁と連通せしめて略筒状に形成した接地電極とによって、上記絶
縁体内部に上記中心電極の下端面と上記接地電極の内周面とを対向せしめて上記放電空間
を区画することを特徴とする請求項１に記載のプラズマ式点火装置。
【請求項３】
　上記多段エネルギ投入手段は、エネルギが供給されている時の平均のエネルギレベルを
１ｍＪ／μｓ 以上に設定することを特徴とする請求項１又は２に記載のプラズマ式点火
装置。
【請求項４】
　上記多段エネルギ投入手段は、各エネルギの供給が完了しない内に次のエネルギの供給
を開始することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載のプラズマ式点火装
置。
【請求項５】
　上記エネルギ投入手段は、少なくとも１段目のエネルギ投入量を全エネルギ投入量の２
０％以上８０％以下に設定することを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載
のプラズマ式点火装置。
【請求項６】
　上記エネルギ投入手段は、後段となるほど投入エネルギを大きく、あるいは、ピーク電
流を大きく設定することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載のプラズマ
式点火装置。
【請求項７】
　上記多段エネルギ投入手段は、少なくとも投入段数分のエネルギ蓄積手段と該エネルギ
蓄積手段からの投入を制御するエネルギ投入制御手段とを具備することを特徴とする請求
項１ないし６のいずれか１項に記載のプラズマ式点火装置。
【請求項８】
　上記エネルギ投入制御手段は、１段目のエネルギ投入に遅れて２段目以降のエネルギ投
入を行うべくエネルギ投入遅延手段を２段目以降の上記エネルギ蓄積手段に付加すること
を特徴とする請求項７に記載のプラズマ式点火装置。
【請求項９】
　上記エネルギ蓄積手段としてコンデンサを用いることを特徴とする請求項７又は８に記
載のプラズマ式点火装置。
【請求項１０】
　上記コンデンサは、コンデンサ容量Ｃ、コンデンサ両端の電圧Ｖとした時、（１／２）
・Ｃ・Ｖ２で表される電気エネルギ蓄積量を、１０ｍＪ以上に設定することを特徴とする
請求項９に記載のプラズマ式点火装置。
【請求項１１】
　上記エネルギ投入手段は、後の段のエネルギ投入を行うコンデンサほどコンデンサの静
電容量を大きく設定することを特徴とする請求項９又は１０に記載のプラズマ式点火装置
。
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【請求項１２】
　上記エネルギ投入遅延手段としてチョークコイルを用いることを特徴とする請求項８な
いし１１のいずれか１項に記載のプラズマ式点火装置。
【請求項１３】
　上記エネルギ投入手段は、後の段のエネルギ投入を行うコンデンサにつながるチョーク
コイルほどインダクタンス容量を大きく設定することを特徴とする請求項１２に記載のプ
ラズマ式点火装置。
【請求項１４】
　上記チョークコイルは、上記１段目のエネルギ投入を行うコンデンサと並列に配設した
上記２段目以降のコンデンサの接地側に介装することを特徴とする請求項１２又は１３に
記載のプラズマ式点火装置。
【請求項１５】
　上記チョークコイルは、上記１段目のエネルギ投入を行うコンデンサと並列に配設した
上記２段目以降のエネルギ投入を行うコンデンサとの間で直列に介装することを特徴とす
る請求項１２ないし１４のいずれか１項に記載のプラズマ式点火装置。
【請求項１６】
　上記２段目以降のエネルギ投入を行うコンデンサは、上記１段目のエネルギ投入を行う
コンデンサと並列に配設した２段目のエネルギ投入を行うコンデンサと３段目のエネルギ
投入を行うコンデンサ、あるいは、それ以上の数のコンデンサとで構成することを特徴と
する請求項１２ないし１５のいずれか１項に記載のプラズマ式点火装置。
【請求項１７】
　上記多段エネルギ投入制御手段として、スイッチング素子を用いることを特徴とする請
求項８ないし１１のいずれか１項に記載のプラズマ式点火装置。
【請求項１８】
　上記多段エネルギ供給手段は、上記電源の電圧を昇圧して上記点火プラグに高電圧を印
加する放電用電源回路と、上記エネルギ蓄積手段から上記点火プラグに大電流を供給する
プラズマ発生用電源回路とを具備することを特徴とする請求項１ないし１７のいずれか１
項に記載のプラズマ式点火装置。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関の点火に用いられるプラズマ式点火装置の着火安定性向上に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車エンジン等の内燃機関において、図１３（ａ）に示すようなプラズマ式点火装置
１ｘが知られている。この装置では、プラズマ式点火プラグ１０ｘの中心電極１１０ｘと
接地電極１３０ｘとの間に放電用電源２０ｘから高電圧を印加するとともに、中心電極１
１０ｘと接地電極１３０ｘとの間に形成された放電空間１４０ｘ内で放電が開始する瞬間
に、プラズマ発生用電源３０ｘから大電流を供給して、放電空間１４０ｘ内の気体を高温
高圧のプラズマ状態にして、放電空間１４０ｘの先端から噴射して点火を行うことができ
る。
【０００３】
　プラズマ式点火装置１ｘによる点火では、容積的に大きな範囲の高温域が発生する上に
、指向性に富んだ火炎核が着火源となって圧縮混合気の着火爆発が励起されるので、直噴
エンジンの燃焼において希薄な混合気を燃焼させるため、点火プラグの付近に濃い混合気
が集まるようにして、燃焼を容易にする成層燃焼への応用が期待されている。
【０００４】
　従来のプラズマ式点火装置として、例えば特許文献１には、中心電極の汚染を防止すべ
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く、中心電極と中心に該中心電極を保持し縦に伸びる挿入孔を設けた絶縁体と該絶縁体を
覆い下端に挿入孔と連通する開口を設けた接地電極とによって構成し、上記挿入孔内に放
電ギャップを形成した表面ギャップ型点火プラグが開示されている。
【特許文献１】米国特許第３５８１１４１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、従来のプラズマ式点火装置１ｘにおいては、図１３（ｂ）に示すように、プ
ラズマ発生用電源３０ｘからの大電流Ｉｐｌの放出によって放電空間１４０ｘ内に放出さ
れる放電エネルギは１００ｍＪほどであるが、プラズマ状態となった気体が放電空間１４
０ｘから噴射される時間は僅か１０μｓｅｃ程度と極めて短く、噴射される高温領域の容
積は、期待されたほど大きくならない虞があることが判明した。このため、従来のプラズ
マ式点火装置では、空燃比を高くした難着火性の内燃機関の希薄燃焼において失火に至る
虞があった。
【０００６】
　従来のプラズマ式点火装置においては、このような難着火性機関の確実な着火は図るた
め、１０００ｍＪほどの極めて大きなエネルギを加えていた。しかし、着火を安定化する
ために供給するエネルギを増加することは、必要な電源容量の増大による電源の体格増加
を招き、近年の極限にまで集約化された車両のエンジンルーム内への搭載が困難となる虞
がある。更に、供給エネルギを増加することは、陰極スパッタリングによる点火プラグの
電極消耗が促進され、耐久性の低下を招き、実用が困難となる虞がある。
【０００７】
　そこで、本願発明はかかる実情に鑑み、１００～２００ｍＪほどの限られた範囲の電源
エネルギを効率よく利用して、難着火性の希薄燃焼機関においても安定した点火を実現で
きるプラズマ式点火装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１の発明では内燃機関に装着され、中心電極と接地電極との間に放電空間を設け
た点火プラグと、該点火プラグに点火エネルギを供給する電源とを具備し、上記電源から
上記点火プラグへ短期間に高エネルギを供給して、上記放電空間内の気体を高温高圧のプ
ラズマ状態にすることにより上記内燃機関の点火を行うプラズマ式点火装置において、上
記電源回路より複数段に分けてエネルギを投入する多段エネルギ投入手段を具備する。
【０００９】
　請求項１の発明によれば、上記多段エネルギ投入手段から上記点火プラグの放電空間に
複数回分けてエネルギを投入することができる。
　上記多段エネルギ投入手段から１段目のエネルギ供給がなされると、上記放電空間内の
気体の一部が活性化され膨張し、その一部が電離されて、高温・高圧のプラズマ状態とな
り３次元的に広がる。次いで、上記放電空間内の気体が高温・高圧となった状態の所に、
上記多段エネルギ投入手段から２段目のエネルギ供給が行われると、更に高温・高圧の高
エネルギ状態となって膨張し、３次元的に広がりを持ち、更に体積が大きく略楕円球状を
した高エネルギ領域（以下、体積プラズマと称す。）が形成される。該体積プラズマが内
燃機関燃焼室内の混合気に触れると、容積的に大きな火炎核を形成し、希薄燃焼機関や過
給混合機関等の難着火性機関においても優れた着火性を発揮できる。
　本発明によらず、同量のエネルギを一度に投入した場合には、放電経路の近傍の気体の
みが活性化され飽和状態となり、それ以上のエネルギが放電空間内に投入されず、容積的
に小さな体積プラズマを噴射するに止まり、投入したエネルギのほとんどが過剰なエネル
ギとなって電極の消耗に消費されてしまう虞があると推察される。
【００１０】
　請求項２の発明では、上記点火プラグは、長軸状に形成した上記中心電極と、該中心電
極の外周を覆いつつ、該中心電極の下端から略筒状に伸ばした絶縁体と、該絶縁体の外周
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を覆いつつ上記絶縁体の下端で該絶縁体の内周壁と連通せしめて略筒状に形成した接地電
極とによって、上記絶縁体内部に上記中心電極の下端面と上記接地電極の内周面とを対向
せしめて上記放電空間を区画する。
【００１１】
　請求項２の発明によれば、上記放電空間の容積が限られたものとなり、該放電空間内で
爆発的に気体が膨張するので、上記体積プラズマが放電空間から噴射される。このため、
電極により該高エネルギ領域が冷却される消炎作用が抑制され、更に着火性が向上する。
　また、１段目のエネルギ投入によって上記放電空間内に気体が一部噴射され、上記放電
空間内の気体が高温となって膨張し、該放電空間内に存在する気体分子は、活性化された
状態であるのに加えて、濃度的に希薄な状態であるため、この状態で２段目以降のエネル
ギが投入されると、より高エネルギ状態となった体積プラズマを内燃機関内に噴射するこ
とができ、更に着火性が向上する。
【００１２】
　請求項３の発明では、上記多段エネルギ投入手段は、エネルギが供給されている時の平
均のエネルギレベルを１ｍＪ／μｓ 以上に設定する。
【００１３】
　請求項３の発明によれば、各エネルギ投入段階で上記体積プラズマを発生させるのに必
要なエネルギが確保できる。
　本発明によらず、エネルギ投入の時間密度が、請求項３の発明に記載のエネルギレベル
を下回る場合には、発生するプラズマは上記体積プラズマとはならず容積的に小さな線状
となり、十分な着火性を発揮できない虞がある。
【００１４】
　請求項４の発明では、上記多段エネルギ投入手段は、各エネルギの供給が完了しない内
に次のエネルギの供給を開始する。
【００１５】
　請求項４の発明によれば、上記放電空間内の絶縁破壊状態が継続的に維持され、複数段
のエネルギ投入を連続的に行うことが可能となり、複数段のエネルギ投入によって加速度
的な体積プラズマの高エネルギ化を図り、難着火性機関の点火を可能とするプラズマ式点
火装置が実現できる。
　本発明によらず、複数回のエネルギ投入を間欠的に行った場合には、一旦エネルギ投入
が完了すると、上記放電空間内の絶縁性が回復される。このため、次のエネルギ投入が該
放電空間の絶縁破壊に消費され、内燃機関を点火するのに必要な十分なエネルギを持った
体積プラズマの発生ができなくなる虞がある。
【００１６】
　１段目のエネルギ投入により、上記放電空間内の気体をあるエネルギレベルとし、この
エネルギレベルが下がらない内に、すなわちインターバルを空けないで２段目のエネルギ
を投入することのよって、上記放電空間内の気体を更に高いエネルギレベルにすることが
可能となる。
　複数段のエネルギ投入にインターバルを空けて行った場合には、一定のエネルギレベル
のものが２回できるにすぎず、更に高いエネルギレベルを得ることは困難となる。
　インターバルを空けた方法でも、着火の機会が増えることによる効果は期待できるが、
本発明のようにインターバルを開けずに複数段のエネルギ投入をすることによりプラズマ
のエネルギレベル自体が上昇し、更に効果が大きくなる。
【００１７】
　具体的には、請求項５の発明のように、上記エネルギ投入手段は、少なくとも１段目の
エネルギ投入量を全エネルギ投入量の２０％以上８０％以下に設定する。
【００１８】
　請求項５の発明に記載の範囲をはずれ、１段目と２段目のエネルギの配分を極端に偏っ
た配分にすると、複数段に分けてエネルギ投入を行う本発明の効果が失われることが判明
した。２段点火の場合、１段目は２０％以上８０％以下に設定するのが望ましい。
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　本発明者等の鋭意試験によって、１段目のエネルギ投入を全投入エネルギの２０％より
少なくすると、従来の一度にエネルギを加えた時と同様の効果しか得られず、また１段目
のエネルギ投入を全投入エネルギの８０％以上とした時についても、同様となることが判
明した。
【００１９】
　請求項６の発明では、上記エネルギ投入手段は、後段となるほど投入エネルギを大きく
、あるいは、ピーク電流を大きく設定する。
【００２０】
　請求項６の発明によれば、本発明者等の鋭意試験によって、後段に高エネルギを投入す
ると更に着火性が向上することが判明した。これは１段目のエネルギ投入により、放電空
間内の気体の放電抵抗が下がり、電気の流れる経路が形成された状態で、後段のエネルギ
が投入されるので、効率的に気体が加熱されるためと考えられる。また、ピーク電流を後
段ほど増加させた場合でも、同様な効果がでる。
【００２１】
　具体的には、請求項７の発明のように、上記多段エネルギ投入手段は、少なくとも投入
段数分のエネルギ蓄積手段と該エネルギ蓄積手段からの投入を制御するエネルギ投入制御
手段とを具備する。
【００２２】
　請求項７の発明によれば、複数の上記エネルギ蓄積手段からのエネルギ投入を上記エネ
ルギ投入制御手段によって、複数段に分かれて制御して投入させることが可能となり、効
率的に体積プラズマを発生させ、着火性に優れたプラズマ式点火装置が実現できる。
【００２３】
　より、具体的には、請求項８の発明のように、上記エネルギ投入制御手段は、１段目の
エネルギ投入に遅れて２段目以降のエネルギ投入を行うべくエネルギ投入遅延手段を２段
目以降のエネルギ蓄積手段に付加する構成としても良い。
【００２４】
　請求項８の発明によれば、上記エネルギ投入遅延手段によって、１段目のエネルギ蓄積
手段からのエネルギの投入に遅れて２段目以降のエネルギ蓄積手段からのエネルギ投入を
行うことができる。したがって、効率的に体積プラズマを発生させ、着火性に優れたプラ
ズマ式点火装置が実現できる。
【００２５】
　より、具体的には、請求項９の発明のように、上記エネルギ蓄積手段としてコンデンサ
を用いる構成とするのが望ましい。
【００２６】
　請求項９の発明によれば、上記放電空間の絶縁が破壊され、放電経路が形成されると、
上記コンデンサに蓄えられたエネルギが、大電流となって瞬時に放出され、上記放電空間
内の気体が上記体積プラズマとなって噴射される。
【００２７】
　請求項１０の発明では、上記コンデンサは、コンデンサ容量Ｃ、コンデンサ両端の電圧
Ｖとした時、（１／２）・Ｃ・Ｖ２で表される電気エネルギ蓄積量を、１０ｍＪ以上に設
定する。
【００２８】
　請求項１０の発明の範囲に投入エネルギを維持することにより、上記放電空間内の放電
状態が維持され、連続的に各コンデンサからのエネルギの放出を行うことができる。した
がって、効率的に体積プラズマを発生させ、着火性に優れたプラズマ式点火装置が実現で
きる。
本発明によらず、上記コンデンサに蓄積されるエネルギが小さいと上記電極間の放電が線
上になり体積プラズマの形成にまで至らない。また、放電空間が区画された点火プラグに
おいては、放電空間から体積プラズマが噴出できるまでに至らしめることができない。
【００２９】
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　請求項１１の発明では、上記エネルギ投入手段は、後の段のエネルギ投入を行うコンデ
ンサほどコンデンサの静電容量を大きく設定する。
【００３０】
　請求項１１の発明によれば、後の段ほど投入エネルギを大きくすることができ、効率的
に体積プラズマを発生することができる。
【００３１】
　請求項１２の発明では、上記エネルギ投入遅延手段としてチョークコイルを用いる。
【００３２】
　上記エネルギ投入制御手段は、燃焼条件にあわせタイミングを変えられるものであれば
いかなる構成であっても良いが、簡単には後段の上記エネルギ蓄積手段にチョークコイル
を入れてエネルギの投入タイミングを遅らせることができる。請求項１２の発明によれば
、後の段ほどエネルギを放出する時間を遅らせることができ、複数段のエネルギ蓄積手段
からのエネルギ投入を順に複数段に分けて実施することができる。
【００３３】
　請求項１３の発明では、上記エネルギ投入手段は、後の段のエネルギ投入を行うコンデ
ンサにつながるチョークコイルほどインダクタンス容量を大きく設定する。
【００３４】
　請求項１３の発明によれば、後の段ほど放電する時間を遅くすることができる。
【００３５】
　具体的には、請求項１４の発明のように、上記チョークコイルは、上記１段目のエネル
ギ投入を行うコンデンサと並列に配設した上記２段目以降のコンデンサの接地側に介装す
る構成としても良い。
本発明によれば、上記チョークコイルを低電位のレベルに置くことができ、絶縁距離を大
きくしなくて良いことから配線間隔を短くでき、必要な電源の大きさを小さくできる。
【００３６】
　また、請求項１５の発明のように、上記チョークコイルは、上記１段目のエネルギ投入
を行うコンデンサと並列に配設した上記２段目以降のエネルギ投入を行うコンデンサとの
間で直列に介装する構成としても良い。
【００３７】
　更に、請求項１６の発明のように、上記２段目以降のエネルギ投入を行うコンデンサは
、上記１段目のエネルギ投入を行うコンデンサと並列に配設した２段目のエネルギ投入を
行うコンデンサと３段目のエネルギ投入を行うコンデンサ、あるいは、それ以上の数のコ
ンデンサとで構成しても良い。
【００３８】
　また、請求項１７の発明のように、上記エネルギ投入遅延手段としてスイッチング素子
を用いる構成としても良い。
【００３９】
　多段点火を実現させるための多段エネルギ投入手段の具体的な回路構成としては、幾度
かに分けて、あるタイミングで必要なレベルのエネルギを加えるものであれば、どのよう
なものでも良く、請求項１４ないし１７の発明に記載したいずれにおいても、上記１段目
のエネルギ投入を行うコンデンサからの大電流の放出に遅れて２段目以降のエネルギ投入
を行うコンデンサからの大電流の放出を行う多段エネルギ投入ができ、上記放電空間内の
気体を効率的に高エネルギ化することが可能となり、極めて着火性の良好なプラズマ式点
火装置が実現可能となる。また、請求項１６の発明によれば、上述の効果に加えて、放電
時間をより長くすることが可能となり、更に着火性が安定する。
【００４０】
　請求項１８の発明では、上記多段エネルギ供給手段は、上記電源の電圧を昇圧して上記
点火プラグに高電圧を印加する放電用電源回路と、上記エネルギ蓄積手段から上記点火プ
ラグに大電流を供給するプラズマ発生用電源回路とを具備する。
　請求項１８の発明によれば、上記放電用電源による放電空間の絶縁破壊がされると、上
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記１段目のエネルギ投入を行うコンデンサに蓄えられたエネルギが大電流となって、上記
放電空間内に放出され、放電空間内の気体の一部が高温高圧のプラズマ状態となって、放
出される。
　更に、上記１段目のエネルギ投入を行うコンデンサからの大電流の放出に遅れて、上記
２段目以降のエネルギ投入を行うコンデンサに蓄えられたエネルギが大電流となって、上
記放電空間内に放出される。
　このとき、上記放電空間内は、上記１段目のエネルギ投入を行うコンデンサからの放電
前よりも少ない数の電気的に中性の電離されていない気体分子又は原子と高エネルギ状態
の陽イオンと電子で満たされた状態となり、また、電離されていない気体と高いエネルギ
状態の陽イオンとの衝突によって電離されていない気体が励起され電離し易い状態となる
。
　また、既に電離された陽イオンが更に高エネルギ状態になることも想定される。この状
態において、上記放電遅延手段によって、１段目のエネルギ投入を行うコンデンサからの
放電に遅れて、２段目以降のエネルギ投入を行うコンデンサからのエネルギが放出される
と、上記放電空間内の電離されていない気体分子の数が少なくなっているので、単位粒子
当たりに供給されるエネルギが１段目の放電よりも多くなり、より高密度で電離されてい
ない気体の電離が引き起こされる。
　上記放電空間内が極めて高密度に、高温・高圧の電離気体と電子とで満たされたプラズ
マ状態となり、極めて高温で容積の大きな火炎球様の高温領域が発生する。したがって、
極めて着火性に優れたプラズマ式点火装置が実現可能となる。
【００４１】
　本発明によれば、従来のインターバルのない多段エネルギ投入に比べ、熱源となる体積
プラズマにより高いエネルギ密度を持たせることができる。
　本発明によれば、熱源は、１段目のエネルギ投入によって発生した体積プラズマと２段
目以降のエネルギ投入によって発生した更に高エネルギの体積プラズマとで構成される。
　また、高いエネルギ密度と低いエネルギ密度との分布を持った熱源を作ることも可能と
なり、本発明の多段エネルギ投入手段のエネルギ投入条件を変えてエネルギ分布に変化を
持たせることも可能となる。
　近年、自動車エンジン等の内燃機関において、高過給となり、着火条件が厳しくなって
いる。したがって、着火条件に合わせ、いろいろな熱源が必要となる。熱源の体積は小さ
くも高エネルギ密度の熱源が要求される時もあれば、エネルギ密度より熱源の体積が大き
いことが要求される時もある。本発明によれば、種々な着火条件に熱源を調整することも
可能となる。今後、更に難燃性の燃料を使うことが予想され、本発明によれば、着火のロ
バスト性の向上に貢献できると考える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　本発明の第１の実施形態におけるプラズマ式点火装置１について、図１を参照して説明
する。
　本実施形態におけるプラズマ式点火装置１は、プラズマ式点火プラグ１０と、多段エネ
ルギ投入手段３００（２０、３０）とによって構成されている。
　多段エネルギ投入手段３００は、放電によりエネルギが加えられればどのようなもので
も良いが、例えば、高電圧電源として、後述する放電用電源回路２０とプラズマ発生用電
源回路３０とを含んだ構成となっている。
　本発明の要部である、多段エネルギ投入手段３００は、複数段に渡ってエネルギ蓄積手
段に蓄えられたエネルギを放出することができる。
　なお、本実施形態においては、多段エネルギ投入手段３００は、放電用電源回路２０と
プラズマ発生用電源回路３０を用いた構成としているが、例えばプラズマ発生用電源回路
３０を放電空間１４０内の絶縁を破壊し放電可能となる高電圧で動作する回路に改良すれ
ば、放電用電源回路２０を廃止することも可能である。
【００４３】
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　プラズマ式点火プラグ１０は、導電性金属材料からなる柱状の中心電極１１０と中心電
極１１０を絶縁保持する略筒状の絶縁部材１２０と絶縁部材１２０を覆う略筒状の金属か
らなる接地電極１３０とによって構成されている。
【００４４】
　中心電極１１０の先端側は、例えばイリジウム、イリジウム合金等の導電性材料によっ
て長軸状に形成され、内部には鉄鋼材料、銅等の良電導性で高熱伝導性の金属材料からな
る中心電極中軸１１１が形成され、基端側は中心電極ターミナル部１１２が形成されてい
る。
【００４５】
　接地電極１３０は、その下端には接地電極開口部１３１が形成され、その外周には図略
の内燃機関４０に螺結するためのネジ部１３２が形成され、基端側には、絶縁部材１２０
を収納保持するハウジング部１３５が形成され、更にハウジング１３５の外周には、ネジ
部１３２をネジ締めするための六角部１３３が形成されている。
　接地電極１３０を含むハウジング１３５は、ニッケル、鉄等の金属材料によって形成さ
れている。
【００４６】
　絶縁部材１２０の内側には、放電空間１４０が形成され、中心電極１１０と接地電極１
３０との間で放電可能となっている。
放電空間１４０は、絶縁部材１２０の内周壁１２３を中心電極１１０の下端面よりも下方
に延設して、略筒状に形成されている。なお、内周壁１２３を先端に向かって拡径する略
円錐状に形成しても良い。
　絶縁部材１２０は、耐熱性、機械的強度、高温における絶縁耐力、熱伝導率などに優れ
た高純度のアルミナ等からなり、基端側は、絶縁部材頭部１２１が形成され、中心電極タ
ーミナル部１１１とハウジング１３５との電気絶縁性を確保している。
　プラズマ式点火プラグ１０は、図略の内燃機関４０の燃焼室内に接地電極開口部１３１
が開口するように装着されとともに、接地電極１３０が内燃機関４０に電気的に接地され
た状態となっている。
【００４７】
　図２を参照して、放電用電源回路２０及びプラズマ発生用電源回路３０について詳述す
る。
　図２（ａ）に示すように、放電用電源回路２０は、電源２１と、イグニションスイッチ
２２と点火コイル２３と点火コイル駆動回路２４と、電子制御装置（ＥＣＵ）２５と、点
火コイル２３からの高電圧を整流する整流素子２６と、ノイズを低減するための抵抗２７
とによって構成されている。
　点火コイル駆動回路２４は、ＥＣＵ２５によって開閉制御されるトランジスタを含み、
電源２１からの電圧を点火コイル２３によって昇圧した高電圧のプラズマ式点火プラグ１
０への供給を制御している。
【００４８】
　放電用電源回路２０から、プラズマ式点火プラグ１０に、高電圧が印加され、プラズマ
式点火プラグ１０の放電空間１４０内の絶縁破壊が起こると、本発明の要部であるエネル
ギ蓄積手段に蓄えられたエネルギが、多段エネルギ投入手段によって、複数段に分けて、
放電空間１４０内に放出される。
【００４９】
　更に、本実施形態における多段エネルギ投入手段の具体例について説明する。図２（ａ
）に示すように、プラズマ発生用電源回路３０は、電源３１と、本発明の要部である多段
エネルギ投入手段として、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０と、これに並列に配設
される第２のプラズマ発生用コンデンサ３３１と、第２のプラズマ発生用コンデンサの接
地側に直列に介装される放電遅延手段としてのチョークコイル３４１と、コンデンサ３３
０、３３１から放電される電流を整流する整流素子３５と抵抗３２とによって構成されて
いる。
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　なお、本実施形態において、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０の容量Ｃ３３０は
、０．５μＦ、第２のプラズマ発生用コンデンサの容量Ｃ３３１は、１．５μＦ、チョー
クコイル３４１の容量Ｌ３４１は１６５μＨ、電源３１の電圧Ｖ３１は６００ｖに設定さ
れている。
　本実施形態において、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０と第２のプラズマ発生用
コンデンサ３３１とから放出される放電エネルギの総和は、１８０ｍＪ程度であり、これ
がそれぞれの容量に応じて案分されて放出される。
【００５０】
　整流素子２６は、点火コイル２３からの高電圧を整流するとともにプラズマ発生用コン
デンサ３３０、３３１からの大電流Ｉｐｌの逆流を阻止している。
【００５１】
　第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０と第２のプラズマ発生用コンデンサ３３１とは
、電源３１によって充電される。
【００５２】
　第２の整流素子３５は、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０と第２のプラズマ発生
用コンデンサ３３からの大電流Ｉｐｌを整流するとともに点火コイル２３からの高電圧の
逆流を阻止している。
【００５３】
　イグニションスイッチ２２を投入し、電源２１から点火コイル２３の一次コイル２３１
に１次電流を流すと点火コイル２３のコア２２３が磁化し、磁気エネルギが蓄えられ、そ
の周囲に磁界が形成される。
　ＥＣＵ２５からの点火信号に従って点火コイル駆動回路２４がスイッチングされ、１次
電流が遮断されると、磁界が変化し、自己誘導作用によって、１次コイル２３１に－数百
Ｖの１次電圧が生じる。この時、２次コイル２３２に数～数十ｋＶの高い２次電圧が発生
する。
【００５４】
　この２次電圧が放電空間１４０の絶縁破壊電圧を超えると、放電空間１４０内に放電さ
れる。この放電により放電空間１４０の気体が小領域でプラズマ状態となる。プラズマ状
態となった気体は導電性を有し、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０と第２のプラズ
マ発生用コンデンサ３３１とから大電流Ｉｐｌを放出する。
　なお、本図（ｂ）は、プラズマ発生用電源回路３０に設けたプラズマ電流整流用素子３
５を放電用電源回路２０の放電電流を整流する整流素子として兼用することによって整流
素子２６を廃した改良例で、実質的に等価なものであり、このような回路構成によっても
本発明を実施できる。
【００５５】
　ここで、発生するプラズマの形態につき説明しておく。従来のスパーク点火では、小さ
な電流を長期で流すことから、２次元的な線状プラズマ（火花放電）が形成される。一方
、プラズマ点火は、大きなエネルギを短時間に一挙に投入することから電極間の放電で発
生するプラズマは線上ではなく、楕円体状で３次元的に広がった形状となる。プラズマ点
火は、３次元状に広がったプラズマ（以下体積プラズマと称す。）にて着火することから
体積着火となる。プラズマ点火は、ある放電空間（チャンバ）の中で体積プラズマを発生
させ、爆発的な膨張より放電空間から飛び出させる。この場合、電極のない所で着火でき
ることから、電極の冷却作用が抑制され着火性が向上する。
　また、本実施形態のプラズマ式点火装置１をプラズマ式点火プラグ１０に換えて従来の
スパークプラグに適用すると、体積プラズマが発生するので着火性の向上を図ることもで
きる。
【００５６】
　図３を参照して、本発明の効果について詳述する。本実施形態ではプラズマ発生用電源
３０から放出される大電流Ｉｐｌは、図３に示すように第１のピークＰ１、第２のピーク
Ｐ２を示す。なお、本図の下方にはそれぞれのピークＰ１、Ｐ２における放電空間１４０
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内の状態を模式的に示し、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０からの大電流Ｐ１の放
出によって、電離した陽イオン５２及び、第２のプラズマ発生用コンデンサ３３１からの
大電流Ｐ２の放出によって更に高エネルギ状態となった陽イオン５３のエネルギ状態を模
式的に球体の大きさで示している。
　第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０から第１の大電流Ｐ１が放電空間１４０内に放
出されると、放電空間１４０内の気体５０に電子５１の放電エネルギが与えられ、電離さ
れていない気体５０が励起状態となり、更にエネルギを加えられると電離して陽イオン５
２となる。電子５１と陽イオン５２とは電気的中性を保ち、高温、高圧のプラズマ状態と
なって、放電空間１４０内を激しく運動し、その一部が放電空間１４０の外へ噴出する。
この時、放電空間１４０内の電離されていない気体５０と激しく運動するプラズマ状態の
電子５０と陽イオン５２とが混在した状態となり、放電空間１４０内に存在する粒子の数
は放電前よりも少なくなっている。　
【００５７】
　次いで、チョークコイル３４１によって遅延されて第２のコンデンサ３３１から第２の
大電流Ｐ２の放電が始まる。この時、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０からの電子
５１の放出により放電空間１４０内の気体の一部が放出され放電空間１４０内の粒子（電
離されていない気体５０、電子５１、陽イオン５２）が減少している。
　第２のコンデンサ３３１からの電子５１の放出により供給される単位粒子当たりのエネ
ルギが増加するのに加え、電離されていない気体５０は、激しく運動する陽イオン５２と
の衝突により励起され、電離し易い状態となっている。
　このため、第２のコンデンサ３３１からの電子５１の放出により電離され発生するより
高エネルギ状態の陽イオン５２に更にエネルギが供給され、より高エネルギ状態の陽イオ
ン５３となり、陽イオン５２及びより高エネルギ状態の陽イオン５３は雪崩的に多くなり
、放電空間１４０内は極めて高温、高圧となる。このとき、第１のピークにおける高温領
域の噴射より、第２のピークＰ２において、容積的にもエネルギ的にもより大きな火炎球
が噴射される。したがって、希薄燃焼内燃機関において極めて安定した着火を実現できる
。
【００５８】
　なお、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０からの放電が完全に終了し、一旦プラズ
マ電流Ｉｐｌが０となってしまうと第２のプラズマ発生用コンデンサ３３１からの放電が
起こらない。したがって、チョークコイル３４１は、第１のプラズマ発生用コンデンサ３
３０からの放電が完了しない内に第２のプラズマ発生用コンデンサ３３１からの放電が開
始するように容量、チョークコイルによる遅れ時間を選定するのが望ましい。
　１段目のエネルギ投入を行うコンデンサ３３０の容量を小さくしすぎると、１度目の放
電が弱くなり、第２のコンデンサ３３１からの放電につなげることができなくなる。
　具体的には、例えば、全体のコンデンサの容量を１００％とすると、２０％ほどの容量
を１段目のエネルギ投入を行うコンデンサ３３０に配分すると良い。
　また、１段目のエネルギ投入を行うコンデンサ３３０の容量を小さくしすぎると、１度
目の放電と２度目以降の放電との間でプラズマ電流Ｉｐｌがほとんどゼロになる領域が現
れる。プラズマ電流Ｉｐｌがゼロに近くなると、この領域でプラズマの発生が少なくなり
、次の大電流を流しにくくなる。したがって、プラズマ電流Ｉｐｌをほとんどゼロにする
領域を作らないようにコンデンサ容量、及び、チョークコイル容量を調整するのが望まし
い。
【００５９】
　図４を参照して、本発明の第２の実施形態におけるプラズマ式点火装置１ａについて説
明する。なお、本実施形態において第１の実施形態と同一の部分に付いては、同じ符号を
付したので説明を省略し、相違点についてのみ説明する（後述する他の実施形態について
も同様とする。）。
　図４（ａ）は、本発明の第２の実施形態におけるプラズマ式点火装置１ａの等価回路図
、（ｂ）は、本実施形態におけるプラズマ発生用電流を示す特性図並びに比較例として同
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一の回路構成において第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０の容量Ｃ３３０を第２のプ
ラズマ発生用コンデンサ３３１の容量Ｃ３３１よりも大きく設定したプラズマ式点火装置
１ａ’のプラズマ発生用電流を示す特性図である。
【００６０】
　本実施例においては、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０と第２のプラズマ発生用
コンデンサ３３１との間に、第２のプラズマ発生用コンデンサ３３１からの放電による第
１のプラズマ発生用コンデンサ３３０の再充電を防止するダイオード３６が介装されてい
る。
【００６１】
　表１に、本発明の第１の実施形態におけるプラズマ式点火装置１を実施例１、第２の実
施形態におけるプラズマ式点火装置１ａを実施例２、プラズマ式点火装置１ａ’を比較例
１として構成の違いを示す。
【００６２】
【表１】

【００６３】
　図５に、実施例１として第１の実施形態におけるプラズマ式点火装置１、実施例４とし
て第２の実施形態におけるプラズマ式点火装置１ａ、比較例１としてプラズマ式点火装置
１ａ’をガソリンエンジンに搭載して、燃焼限界空燃比を測定した試験結果を示す。
【００６４】
　表２に、本発明の第１の実施形態におけるプラズマ式点火装置１の多段エネルギ投入手
段として、１段目のエネルギ投入を行うコンデンサ３３０と第２のコンデンサ３３１との
容量を換えた構成を実施例１、２、３とし、１段の放電によって点火を行う従来のプラズ
マ式点火装置１ｚの構成を比較例１として示す。
【００６５】
【表２】

【００６６】
　図６に、表１に示した本発明の第１の実施形態におけるプラズマ式点火装置１の効果を
比較例とともに示す。
　図５、図６から分かるように、１段の放電により、放電空間内をプラズマ状態とする従
来のプラズマ式点火装置に比べ、本発明の多段エネルギ供給手段によって、複数段に分け
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て放電を行った方がより燃焼限界空燃比を高くでき、更に、１段目のエネルギ投入を行う
コンデンサ３３０の容量Ｃ３３０より第２のコンデンサ３３１の容量Ｃ３３１を大きくす
ることによって、より燃焼限界空燃比を高くできることが判明した。
　また、第２のプラズマ発生用コンデンサから第１のプラズマ発生用コンデンサへの放電
を阻止するダイオード３６を省略することによって、むしろ燃焼限界空燃比を高くできる
ことが判明した。
　従来のプラズマ式点火装置では着火性の向上を図るのに、加えるエネルギを大きくする
方法が行われていたが、本発明によれば、１８０ｍＪから２００ｍＪという比較的小さな
エネルギにて、難着火性の希薄燃焼内燃機関において着火性を向上させることができる。
【００６７】
　図７（ａ）は、本発明の第３の実施形態におけるプラズマ式点火装置１ｂの等価回路図
、（ｂ）は、本実施形態におけるプラズマ発生用電流を示す特性図である。本実施形態で
は、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０の下流側に第２のプラズマ発生用コンデンサ
３３１が並列に配設され、第２のプラズマ発生用コンデンサ３３１の高圧側にチョークコ
イル３４１が直列に介装され、更に、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０と第２のプ
ラズマ発生用コンデンサ３３１とからの放電電流を整流するダイオード３５、第２のプラ
ズマ発生用コンデンサ３３１からの第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０への再充電を
阻止するダイオード３６がそれぞれ直列に接続されている。この方式では、２つのコンデ
ンサが干渉せずに独立して放電できることから、エネルギの投入をより細かく調整できる
。２つのエネルギ投入の時間間隔をより広げることが可能である。また、大電流の流れる
ダイオード３５、３５ｂが２本でできることから発熱の低減につなげられる。
　図７（ｂ）に示すように、本実施形態において、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３
０の容量Ｃ３３０より第２のプラズマ発生用コンデンサ３３１の容量Ｃ３３１を大きくす
ることにより、上記実施形態と同様の効果が得られる。
【００６８】
　図８（ａ）は、本発明の第４の実施形態におけるプラズマ式点火装置１ｃの等価回路図
、（ｂ）は、本実施形態におけるプラズマ発生用電流を示す特性図である。本実施形態で
は、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０の上流側に第２のプラズマ発生用コンデンサ
３３１が並列に配設され、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０と第２のプラズマ発生
用コンデンサ３３１との間で高圧側にチョークコイル３４１が直列に介装されている。
　図８（ｂ）に示すように、本実施形態においても、第１のプラズマ発生用コンデンサ３
３０の容量Ｃ３３０より第２のプラズマ発生用コンデンサ３３１の容量Ｃ３３１を大きく
することにより、上記実施形態と同様の効果が得られる。
【００６９】
　図９（ａ）は、本発明の第５の実施形態におけるプラズマ式点火装置１ｄの等価回路図
、（ｂ）は、本実施形態におけるプラズマ発生用電流を示す特性図である。本実施形態で
は、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０の下流側に第２のプラズマ発生用コンデンサ
３３１と第３のプラズマ発生用コンデンサ３３２とが並列に配設されている。更に、第２
のプラズマ発生用コンデンサ３３１と第３のプラズマ発生用コンデンサ３３２との接地側
にはそれぞれ第１のチョークコイル３４１、第２のチョークコイルが介装されている。
　更に、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０の容量Ｃ３３０と第２のプラズマ発生用
コンデンサ３３１の容量Ｃ３３１と第３のプラズマ発生用コンデンサ３３２の容量Ｃ３３
２とは、Ｃ３３０≦Ｃ３３１＜Ｃ３３２の関係を満たしている。
本実施形態においては、図９（ｂ）に示すように、第３のプラズマ発生用コンデンサ３３
２からの放電電流を最も多くすることができる。
　したがって、発生するプラズマ状態の火炎球の容積が更に大きくなり、更に着火安定性
が増すことが判明した。
　本実施形態においても、プラズマ電流Ｉｐｌがゼロとならないように、各プラズマ発生
用コンデンサ３３０、３３１、３３２の容量Ｃ３３０、Ｃ３３１、Ｃ３３２とチョークコ
イル３４１、３４２の容量を選定するのが望ましい。更に、プラズマ発生用コンデンサの
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数ならびにチョークコイルの数を増やしてもよい。多段階でプラズマ状態の気体が噴射さ
れるので、更なる着火性の向上が期待できる。
【００７０】
　図１０（ａ）は、本発明の第６の実施形態におけるプラズマ式点火装置１ｅの等価回路
図、（ｂ）は、本実施形態におけるプラズマ発生用電流を示す特性図である。本実施形態
においては、本実施形態では、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０の上流側に第２の
プラズマ発生用コンデンサ３３１と第３のプラズマ発生用コンデンサ３３２とが並列に配
設され、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０と第２のプラズマ発生用コンデンサ３３
１との間で高圧側にチョークコイル３４１が直列に介装され、第２のプラズマ発生用コン
デンサ３３１と第３のプラズマ発生用コンデンサ３３２との間で高圧側にチョークコイル
３４２が直列に介装され、更に、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０と第２のプラズ
マ発生用コンデンサ３３１と第３のプラズマ発生用コンデンサ３３２とからの放電電流を
整流するダイオード３６が接続されている。
　更に、第１のプラズマ発生用コンデンサ３３０の容量Ｃ３３０と第２のプラズマ発生用
コンデンサ３３１の容量Ｃ３３１と第３のプラズマ発生用コンデンサ３３２の容量Ｃ３３
２とは、Ｃ３３０≦Ｃ３３１＜Ｃ３３２の関係を満たしている。
　本実施形態においては、図１０（ｂ）に示すように、第３のプラズマ発生用コンデンサ
３３２からの放電電流を最も多くすることができる。したがって、上記実施形態と同様の
効果が得られる。
【００７１】
　図１１は、本発明の７の実施形態におけるプラズマ式点火装置１ｆの等価回路図である
。図１１に示すように、放電用電源回路２０ｆとプラズマ発生用電源回路３０ｆとを一つ
の電源３１ｆで構成しても良い。このような構成とすることで、上記他の実施形態と同様
の効果に加えて、車両への搭載性の向上を図ることもできる。
【００７２】
　図１２は、本発明のプラズマ式点火装置に適用し得る点火プラグの要部断面図を示し、
（ａ）は、絶縁部材１２０ａ並びに接地電極１３０ａを筒状に形成したプラズマ式点火プ
ラグ１０ａ、（ｂ）は、絶縁部材１２０ｂの下端面に沿って放電を行う沿面放電プラグ１
０ｂ、（ｃ）は、中心電極１１０ｃが内燃機関内に露出した位置で対向する接地電極１３
０ｃとの間で放電空間１４０ｃを形成するエアギャップ型のスパークプラグ１０ｃである
。本発明のプラズマ式点火装置は図１２に示すような点火プラグのいずれにも適宜採用で
きるものである。
　図１２（ａ）に示すプラズマ式点火プラグ１０ａを用いた場合、上述した本発明の効果
に加えて、接地電極１３０ａが、放電空間１２０ａの内径よりも外側に配設されているの
で、プラズマ状態となった陽イオンの衝突力が弱まるので、陰極スパッタリングによる電
極消耗が抑制され、点火装置としての信頼性が更に向上する。
　図１２（ｂ）に示す沿面放電プラグ１０ｂを用いた場合、上述した本発明の効果に加え
、放電空間１４０ｂが、機関燃焼室内に完全に露出しているので、放電空間１４０ｂ内に
放出されたエネルギが放電空間１４０ｂ内の移動のための運動エネルギとして消費される
ことなくほとんど全てを燃料の着火に利用できるので、更に着火安定性の向上が期待でき
る。
　図１２（ｃ）の示すスパークプラグ１０ｃを用いた場合、上述した本発明の効果に加え
、狭い範囲の放電空間１４０ｃ内の気体を高密度でプラズマ状態とすることができるので
、更に着火安定性の向上が期待できる。
【００７３】
　本発明は、上記実施形態に限定するものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適
宜変更可能である。
　例えば、上記実施形態においては、多段エネルギ投入手段として、エネルギ蓄積手段と
してコンデンサを用い、遅延手段としてチョークコイルを用いた構成を示したが、本発明
の多段エネルギ投入手段として、上記エネルギ投入遅延手段としてエネルギ蓄積手段から
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のエネルギ供給を制御するスイッチング素子を用いた制御回路を設けて、所望のタイミン
グで段階的にエネルギを放出させる構成としても良い。
　多段点火を実現させるための多段エネルギ投入手段の具体的な回路構成としては、幾度
かに分けて、あるタイミングで必要なレベルのエネルギを加えるものであれば、どのよう
なものでも良い。
【００７４】
　また、上記実施形態においては、一つの内燃機関に載置されたプラズマ式点火装置につ
いて説明したが、複数からなる内燃機関に気筒毎に載置されたプラズマ式点火装置におい
ても、同様の効果が期待できる。
【００７５】
　更に、上記実施形態においては、放電用電源回路を、点火コイルのスイッチングによっ
て昇圧して放電する回路を用いた例について説明したが、点火コイル駆動回路として、電
源と点火コイルとの間に直列に介装した昇圧用コンデンサを含み、該昇圧用コンデンサに
蓄積した必要なだけの電荷を１次コイルに一気に放電し、点火コイルに急激な時速変化を
与え、２次コイルに高電圧を発生させるＣＤＩを用いても良い。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の第１の実施形態におけるプラズマ式点火装置の構成を示す全体図。
【図２】（ａ）、（ｂ）は、本発明の第１の実施形態におけるプラズマ式点火装置に適用
される多段エネルギ投入手段の構成例を示す等価回路図。
【図３】本発明の効果を示すプラズマ発生用電源から放出される大電流の特性図並びに、
本図中Ｐ１におけるプラズマ発生状態を示す模式図及び本図中Ｐ２におけるプラズマ発生
状態を示す模式図。
【図４】（ａ）は、本発明の第２の実施形態におけるプラズマ式点火装置を示す等価回路
図、（ｂ）は、本実施形態における効果を比較例とともに示す特性図。
【図５】本発明をガソリンエンジンに適用した実施例１、２の効果を比較例とともに示す
特性図。
【図６】本発明をガソリンエンジンに適用した実施例３、４、５の効果を比較例とともに
示す特性図。
【図７】（ａ）は、本発明の第３の実施形態におけるプラズマ式点火装置を示す等価回路
図、（ｂ）は、本実施形態における効果を示す特性図。
【図８】（ａ）は、本発明の第４の実施形態におけるプラズマ式点火装置を示す等価回路
図、（ｂ）は、本実施形態における効果を示す特性図。
【図９】（ａ）は、本発明の第５の実施形態におけるプラズマ式点火装置を示す等価回路
図、（ｂ）は、本実施形態における効果を示す特性図。
【図１０】（ａ）は、本発明の第６の実施形態におけるプラズマ式点火装置を示す等価回
路図、（ｂ）は、本実施形態における効果を示す特性図。
【図１１】本発明の第７の実施形態におけるプラズマ式点火装置を示す等価回路図。
【図１２】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、本発明に適用し得るプラグの実施例を示す要部断
面図。
【図１３】（ａ）は、従来のプラズマ式点火装置全体を示す構成図、（ｂ）は、本図にお
ける動作波形を示すタイムチャート。
【符号の説明】
【００７７】
１　プラズマ式点火装置
１０　点火プラグ
１１０　中心電極
１２０　絶縁部材
１３０　接地電極
１４０　放電空間
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２１、３１　電源
２２　イグニションスイッチ
２３　点火コイル
２４　点火コイル駆動回路
２５　電子制御装置（ＥＣＵ）
２６、３５　整流素子
３２　抵抗
３００　多段エネルギ投入手段
３３０　１段目のエネルギ投入を行うコンデンサ（エネルギ蓄積手段）
３３１　第２のコンデンサ（エネルギ蓄積手段）
３４１　チョークコイル（遅延手段）
４０　内燃機関

【図１】 【図２】
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